
 

 

 

 

 

 

   No.８       令和５年 12 月 26 日 

 

上北地域県民局地域農林水産部 十和田家畜保健衛生所    0176-23-6235 (FAX 0176-23-3044) 

上十三地区家畜衛生推進協議会                         0176-25-2362 (FAX 0176-24-3888) 

（一社）青森県畜産協会                                 017-722-4331 (FAX 017-731-1196) 

 

① 海外渡航の自粛 

② 病原体の持ち込みの防止 

・衛生管理区域に関係のない人を立ち入らせない 

・不要なものを持ち込ませない 

・人が立ち入る場合や物を持ち込む場合は洗浄、消毒 

・野生動物の侵入防止対策の徹底（防護柵、鶏舎の隙間、開口部、 

防鳥ネットの点検・補修等） 

③ 毎日の健康観察 

④ 異状の早期発見・早期通報 

農場を守るために 

年末年始及び春節時期における 

鳥インフルエンザの防疫対策を徹底しましょう！ 

令和５年 12月 19日、青森県内で今シーズン初の野鳥における高病原性鳥インフルエンザ

が確認され、本病の侵入リスクが高まっています。 

また、年末年始は人の流れが活発になる時期であるため、消石灰の散布や、衛生管理区域・

鶏舎ごとの専用長靴の着用などの飼養衛生管理基準の遵守と、防疫対策の徹底を引き続きお願

いします。 


